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本件各財務会計行為の違法性について、原告らは下記のとおり従前の主張を補充する。 

 

記 

 

第１ はじめに―従前の論争の構造 

１ 本件住民訴訟における１号請求および４号請求の対象 

本件住民訴訟における１号請求および４号請求の対象は、被告が次の負担金の支出

を決定した上（支出負担行為）で、出納管理者にその支出を命ずる行為（支出命令）

である（訴状、準備書面４）。 

（１）独立行政法人水資源機構法（以下「水資源機構法」という）２５条１項に基づく

思川開発事業の建設負担金 

（２）水源地域対策特別措置法（以下「水特法」という）１２条 1項１号・2号に基づ

く思川開発事業および湯西川ダム建設事業の水源地域整備事業の経費負担金 

（３）思川開発事業に関する財団法人利根川・荒川水源地域対策基金の負担金 

（４）水資源機構法２１条３項に基づく思川開発事業の負担金 

（５）河川法６０条１項に基づく湯西川建設事業の負担金 

（６）河川法６３条１項に基づく八ツ場ダム建設事業の負担金 

 

＋ 

２ 被告の主張 

これに対する被告の主張は、これら各財務会計行為のうち、（１）、（４）、（５）およ

び（６）の各負担金の支出決定は、原因行為たる国ないし水資源機構の賦課行為の拘

束を受けて行われるものであり、被告において、この原因行為を取消す権限が存在し

ないこと、（３）および（４）の各負担金の支出決定は、関係県の基本協定と、これ

に基づく毎年度の合意の拘束を受けて行われるものであり、同じく被告において、こ

れら原因行為を取消す権限が存在しないことを理由として、被告の支出負担決定・支

出命令は、違法と評価する余地はない、というものと思料される。 

   そして、被告は、「住民訴訟において、当該職員の財務会計行為上の行為をとらえて

地方自治法２４２条の２第１項４号の規定に基づき損害賠償責任を問うことができ

るのは、たとえこれに先行する原因行為に違法事由が存在する場合であっても、上記
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原因行為を前提としてなされた当該職員の行為自体が財務会計法規上の義務に違反

する違法なものである時に限られるとするのが相当である（最高裁平成４年１２月１

５日第三小法廷判決・民集４６巻９号２７５３頁参照）。そして、この理は、地方自

治法２４２条の２第１項１号の規定に基づく差止請求についても基本的に同様であ

るが、損害賠償請求と差止請求の性格の相違から、差止め請求については、当該支出

命令ないし支出が財務会計法規が要請する健全な財政運営に違反する違法なもので

あるときに限られるとするのが相当である。」（第７準備書面）とする。 

これは、被告も、一般論としては（１）、（４）、（５）および（６）の各財務会計行

為の原因となる国土交通大臣ないし水資源機構の賦課行為が「著しく合理性を欠き、

そのためにこれに予算執行の適正確保の見地から看過し得ない瑕疵の存する場合」と

いう、上記平成１２年１２月１５日最高裁判決（いわゆる「一日校長事件」）の基準

に該当する事由がある場合には、原因行為の違法性が後続する財務会計行為に承継さ

れるという法理を認めるものであるが、従前の被告の主張に照らすと、被告は、「一

日校長事件の基準」の実質的内容は行政処分の一般的無効事由（重大かつ明白な違法）

と同じものと理解しているものと思われる。 

 

３ 原告らの主張 

これに対して原告らは、次のとおりの主張をしてきた。 

（１）水資源機構法２５条１項に基づく建設負担金については、被告において、その支

払いを拒否する自由があるから、水資源機構の賦課行為に拘束されないこと。 

（２）一般的には原因行為の違法性の承継に関する「一日校長事件の基準」は、行政処

分の一般的無効事由よりも緩和された基準（財務会計行為との関係における原因行

為の相対的無効）を内容とするものと解すべきであること。 

（３）本件原因行為たる賦課行為には、この基準に達する違法性があること。 

 すなわち、原告らの上記（２）の主張は、本件における原因行為の違法性と財務会

計行為の違法性の関係は、「一日校長事件の基準」によって把握するべきであるという

前提に立っており、（その基準の広狭の把握を別にすれば）被告と異なるところはなか

った。 

しかし、地方財政法の諸規定を精査すれば、国の地方に対する負担金納付命令が違

法であっても、地方はこれに拘束されるという法理は排除されている。 
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このことを前提として、本件には、「一日校長事件の基準」ではなく、むしろ最高裁

昭和６０年９月１２日第一小法廷判決（いわゆる「川崎市分限免職事件」）の基準が適

用されるべきこと明らかにすることが、本書面の目的である。 

 

４ ３号請求について 

  なお、原告らは、以上の１号請求、４号請求のほか、本件訴訟で、３号請求（被告

が水資源機構に対し、思川開発事業からの撤退を怠る事実の確認請求）も行っている

が、かかる３号請求については、財務会計行為論（違法性の承継論）は、論点となっ

ていないため、本書面では触れない。 

なお、かかる３号請求は、被告が、思川開発事業からの撤退をしないことが違法で

あるか否かを争点とするものであり、被告にとって、思川開発事業による利水を得る

必要性があるか否かによって、直接、判断できる論点である。 

 

第２ 地方公共団体が国に対して支出する負担金の使途を規律する地方財政法の規定の存在 

１ 地方財政法２５条の趣旨 

（１）地方財政法は、その９条ないし２６条の諸規定において、国と地方公共団体との間

の経費負担の分配に関するルールを定めている。 

ダムは同法１０条の２第１項に定める「道路、河川、砂防、海岸、港湾等に係る重

要な土木施設」の一つである。 

同法１７条の２は、「国が第１０条の２…に規定する事務を自ら行う場合において、

地方公共団体が法律又は政令の定めるところによりその経費の一部を負担するとき

は、当該地方公共団体は、その負担する金額（以下「地方公共団体の負担金」という）

を国に対して支出するものとする」と規定しているので、河川法６３条に基づく負担

金や、水資源機構法２１条３項に基づく負担金は、地方財政法１７の２の定める「地

方公共団体の負担金」にあたる。 

また同法１７条は、逆に、地方公共団体が行う同種事務につき国が負担する金額を

「国の負担金」と呼んでいる。 

（２）地方財政法２５条１項は、地方公共団体が国の負担金を使用する場合と、国が地方

公共団体の負担金を使用する場合とを同等に取扱い、いずれも「法令の定めるところ

に従い、これを使用しなければならない」と規定する。 
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この１項を受けて、第２項では、地方公共団体が第１項の規定に従わなかったとき、

すなわち国の負担金を「法令の定めるところに従って使用」しなかったときに、国は

地方公共団体に対し、負担金の交付を拒否し、また交付済みの負担金の返還を命ずる

ことができる旨を規定し、 

第３項では逆に、国が第１項の規定に従わなかったとき、すなわち地方公共団体の

負担金を「法令の定めるところに従って使用」しなかったときに、地方公共団体は国に対し

負担金の支出を拒否し、また支出済の負担金の返還を請求することができる旨を規定し

ている。 

この規定を受けて、同法施行令１６条（柱書および 2号）は、地方公共団体が支払

拒否ないし返還請求をする場合には、「その理由、金額及び金額算定の基礎を記載し

た文書をもって」請求を行う、という手続を定めている。 

（３）国から地方公共団体に対して交付する負担金、補助金については、別に「補助金等

に係る予算の執行の適正化に関する法律」が制定されているので、本条の存在意義は、

「国と地方公共団体相互間における負担金及び補助金の使用方法等に関する一般原

則規定としての意義を有するとともに、地方公共団体が国に対して支出する負担金の

使用方法とその使用が違法である場合における制裁についての規定であると考えるべ

きである」ことになる（石原信雄著『新版地方財政法逐条解説』平成１２年版２１５

頁）。 

なお、同書が「法令違反であるか否かの認定及び支出しない額又は返還を請求する

額の認定は、負担金支出者である地方公共団体の裁量行為であるが、法令違反である

か否かの認定は、裁判上の訴因となり得るものと考える」（２１６頁）と解説してい

るように、同条３項は、国が地方の負担金を違法使用していることの第一次的認定権

は地方にあり、その認定の当否は最終的には裁判所の判断に従う、という趣旨を明ら

かにすることにより国と地方との対等平等性を示した規定である。 

（４）なお、地方財政法２５条２項、３項が、既払分の返還のみならず、今後の負担金の

交付・支出を拒否する権限をも規定している趣旨は、「法令の定めに従って使用」さ

れていないということが過去の事実として確定されている場合のみならず、将来の事

実としても、その見込みがないと客観的に判断される場合を含むものと解される。 

 

２ 「一日校長事件」の基準を適用する前提条件の不存在 
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（１）「一日校長事件」最高裁判決は、原因行為と財務会計行為の各権限が別々の機関に属

する場合における、違法性の承継要件を定式化したものと理解されがちであるが、そ

のような理解は表面的である。 

   むしろ、同判決の意義は、住民訴訟の対象たる財務会計行為が違法評価を受けるた

めの一般的要件を、「当該職員の財務会計上の行為をとらえて右の規定に基づく損害

賠償責任を問うことができるのは、たといこれに先行する原因行為に違法事由が存す

る場合であっても、右原因行為を前提としてされた当該職員の行為自体が財務会計法

規上の義務に違反する違法なものであるときに限られると解するのが相当である」と定

式化したことにある。 

（２）このように考えることにより、同判決は、それ以前の 

  ① 昭和５２年７月１３日大法廷判決（津地鎮祭訴訟） 

  ② 昭和６０年９月１２日第一小法廷判決（川崎市分限免職事件） 

と整合的に把えることができることになる。 

「一日校長事件」の調査官解説（福岡右武）（５４２～５４４頁）によれば、①の事

件についての大法廷判決は、地鎮祭の挙行を目的とする宗教法人と市との間の契約

（準委任契約）という原因行為が、憲法２０条に違反するとすれば、同契約は私法上

無効となるから、その履行の一環としてされる契約代金の支出命令は根拠を欠く―

という趣旨を「公金の支出が違法となるのは単にその支出自体が憲法８９条に違反す

るだけでなく、その支出の原因となる行為が憲法２０条３項に違反し許されない場合

の支出もまた、違法となる」と表現したものと解することができ、②の事件の最高裁

判決は、退職手当支給の原因行為である分限処分については、市長自身がこれを取り

消す権限（自庁取消権）を有している場合において、分限処分が違法なものであれば、

長はこれを取り消すべきであり、処分取消をしないまま退職金支給をしたとすれば、

市長の財務会計法規上の義務（誠実執行義務）に違反することになる―という趣旨

を、「本件分限処分は本件退職手当の直接の原因をなすものというべきであるから、

前者が違法であれば、後者も当然に違法となる」と表現したものと解することができ

る。 

（３）もとより、本件の場合、知事の有する支払拒否権は、川崎市分限免職事件における

分限処分の自庁取消権と違って、原因行為そのものを取消す効果は有しない。しかし、

国ないし水資源機構による賦課行為それ自体を取消す権限を有しなくても、（いわば
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賦課行為をタナ上げにして）納付金の支払を拒否する権限が知事に与えられている以

上、この権限を行使すれば回避することができたはずの支出決定をあえて行ったこと

になる。 

福岡調査官の解説にあるように、「川崎市分限免職事件」判決の趣旨を、「分限免職

取消権を行使する権限がある市長が、その権限を行使しないままに退職金支給決定を

することが財務会計法規上の義務（誠実執行義務＝地方自治法１３８条の２）違反と

なる」という法理を表現したものとするならば、本件においても同事案と同様に、「河

川法あるいは水資源機構法に基づく負担金の支出拒否権を行使する権限を有する知事

が、その権限を行使しないままに負担金支給決定をすることは、財務会計法規上の義

務違反となる」と解すべきである。 

（４）一方、「一日校長事件」の場合、最高裁は、地方教育行政の組織および運営に関する

法律により教育機関の職員に対する人事などを含む、教育に関する主要事務を管理・

執行する広範な権限を有し、知事から独立している教育委員会が行った、校長への昇

任、昇格、昇給ならびに退職承認の各処分については、「地方公共団体の長は、右処

分が著しく合理性を欠き、そのためにこれに予算執行の適正確保の見地から看過し得

ない瑕疵の存する場合でない限り、右処分を尊重しその内容に応じた財務会計上の措

置を採るべき義務があり、これを拒むことは許されない」ものと解した。 

 この場合、先行する教育委員会の処分に対する知事の尊重義務の根拠となったもの

は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（以下「地教行法」という）の規定（２

３条、２４条）であった。 

この「一日校長事件」の事案においては、教育委員会が行った昇任・昇級処分等に

ついて、知事には右処分に伴う予算の執行を拒否する権限が明文では与えられていな

いのに対して、前述のとおり、地方公共団体の国に対する負担金の支出拒否権は、地

方財政法２５条３項に明記されているのであるから、この事案と本件とは明らかに異

質である。 

（５）以上のとおりであるから、本件は、原因行為の効力を排除する権限のない者の財務

会計行為について適用される「一日校長事件」判決ではなく、これを排除する権限を

有する者の財務会計行為について適用される「川崎市分限免職事件」判決の法理が適

用されるべきである。 
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第３ 本件各財務会計行為の違法事由 

１ 水資源機構法２５条１項に基づく負担金支出の違法事由 

（１）水資源機構法２５条１項が予定している、事業からの撤退は、ダム事業が違法と評

価されることを前提とせず、申請者側において自由に行使することができる権利であ

る。 

   前述のとおり、地方公共団体による負担金の支払い拒否の要件に関する一般原則を

定めた地方財政法２５条３項が、国による当該負担金の「違法な使用」を要件とする

のと対比するならば、水資源機構法による撤退権は、国との関係で何の制約も受けず、

地方公共団体が自由に行使することができる権利であることは明らかである。 

すなわち、水資源機構法は、地方公共団体が、自ら利水の必要性があるとして、水

源保有権の設定申請を行い、ダム事業に参加した場合には、当該地方公共団体は、そ

の建設費用等のうちの一部を負担することとしているのであって、各地方公共団体に

とっての利水の必要性の有無は、もっぱら、当該地方公共団体が判断すればよく、か

かるダム建設への参加について、国からの指示や強制等は一切ないのである。したが

って、一旦、水源保有権の設定申請を行った地方公共団体は、利水の必要性がない場

合には、いつでも、自由に、水源保有権の設定申請を取り下げて、負担金の支出を免

れることができるのである。 

この点で、水資源機構法に基づく負担金は、前記の地方財政法２５条違反の有無に

かかわらず、利水の必要性がないのに、支出されようとしている場合、あるいは、支

出された場合には、当該支出は、客観的に違法の評価を受けることとなる。 

（２）従って、水道事業管理者は、負担金の支出に関し国ないし水資源機構の賦課行為の

拘束力を弁解の口実に用いることは許されず、みずからの「財務会計法規上の義務」

を端的、純粋な形で追及されることとなる。 

   すなわち、水源保有権の設定予定者たる地位を維持することが、それに伴う負担金

支出の継続を上回る利益を水道事業にもたらさないことが客観的に認められる場合

には、被告としては、上記撤退権を行使して、爾後の負担金支出義務を回避すべきで

ある。 

   この撤退権を行使することなしに、漫然と負担金の支払をすることは、従前から原

告が主張しているとおり、地方財政法４条および同法３条２項条の２に違反する行為

であり、従って、被告の財務会計法規上の義務（地方自治法１３８条の２に基づく誠
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実執行義務）に違反する。 

（３）１号請求と４号請求との要件の差異について 

ア １号請求について 

以上のとおり、被告が、客観的に利水上の必要性がないのに、事業からの撤退権

を行使せずに、水資源機構に基づく負担金を支出することは、客観的に違法である

から、かかる客観的違法性が認められる場合には、違法な公金支出の差止めを求め

る１号請求は、認められるべきこととなる。 

被告が、利水上の必要性がないことを認識したか、あるいは、認識し得たか否か

等の故意または過失を基礎付ける事実の存在は、１号請求の要件ではないのである。 

イ ４号請求について 

これに対し、被告の損害賠償責任を問う４号請求の場合には、上記の負担金支出

が違法であることのほか、被告に、故意又は過失があることが要件となる。 

 

２ 水特法上の事業および基金の事業に対する負担金支出の違法事由 

（１）水特法にもとづく水源地域整備事業につき、当該事業が実施される区域以外の地方

公共団体に、その経費を負担させることが許される要件は、その地方公共団体が指定

ダムにより、利水上の受益が予定されている（水特法１２条１項１号 もしくは２号

のイ、ロ）か、または治水上の利益が予定されている（同条同項２号ホ）場合に限ら

れる。 

（２）本件の３ダムは、水特法上の「指定ダム」ではあるが、栃木県は、本件３ダムによ

り利水上も治水上も利益を受けない。 

（３）それにもかかわらず、負担金の支出を内容とする協定を関係件県との間に締結する

ことは公序良俗に反し（民法９０条）、もしくは、栃木県にとって必要のない事業で

あることを合意当事者がいずれも認識した上で行った心裡留保（民法９３条）に基づ

くものであって、いずれにしても無効である。関係件 

無効の支出負担行為に基づく支出命令がその根拠を欠き違法であることは、前記昭

和５２年７月１３日大法廷判決が明示するところである。 

（４）なお、水源地域整備事業に関する平成８年の基本協定は、「この協定に疑義が生じた

場合は、協議の上処理する」ことを規定し、基本協定をうけて結ばれる毎年度の協議

に際し、知事が負担金を拒否することをも想定している。 
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   従って仮に協定それ自体が原始的に無効でないとしても、ダムによる受益の事実が

客観的に存在しないにもかかわらず、知事がこの拒否権を行使しないままに漫然と協

定上の負担金を支出することは、前記１および２の負担金支出と同様の違法と評価さ

れる。 

（５）財団法人利根川・荒川水源地域対策基金による事業の経費負担についても、水特法

上の水源地域整備事業と全く同じことを指摘することができる。 

   すなわち、栃木県は本件ダムにより、利水上も治水上も利益を受けないのであるか

ら、負担金の支出を内容とする関係県との間の合意は、前述のとおり、民法９０条も

しくは９３条により無効であって、関係する支出命令は根拠を欠くものである。 

   また、仮に協定自体が原始的に無効でないとしても、ダムによる受益の事実が客観

的に存在しないにもかかわらず、知事が、協定が許容している年度毎の協議拒否権を

行使しないまま、漫然と協定上の負担金を支出することは違法と評価されるのである。 

（６）１号請求と４号請求との要件の差異については、前記１の場合と同様である。 

 

３ 水資源機構法２１条３項、河川法６０条および同法６３条に基づく負担金支出の違法事由 

（１）原告らがこれまで主張したように、栃木県は本件思川開発事業により「治水関係用

途に係るものにより利益を受ける」（水資源機構法施行令２２条１項）という関係に

なく、本件湯西川ダムは栃木県にとって治水上まったく必要なダムであって河川法６

０条の費用負担をする理由はなく、また、栃木県は本件八ツ場ダムにより、河川法６

３条所定の「著しく利益を受ける」という事実が客観的に存在しないのであるから、

水資源機構ないし国が栃木県から負担金を徴することは違法である。 

以上の「受益の存在」は当初計画策定時のみを基準として論じられるべきものでは

なく、政策評価法所定の方法により、適時に把握されるべきものである。 

受益の存在が客観的に認められない場合、被告には、地方財政法２５条３項に基づ

く負担金支払拒否権を行使すべき義務がある。 

（２）したがって、被告は、負担金の支出に関し、水資源機構ないし国の賦課行為の拘束

力を弁解の口実に用いることは許されず、みずからの「財務会計法規上の義務」を端

的、純粋な形で追及されることになる。すなわち、この支払拒否権を行使しないまま

に、水資源機構ないし国からの賦課行為に対応して、漫然と支出決定を行うことは、

地方財政法４条に違反する行為であり、従って、財務会計法規上の義務（地方自治法
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１３８条の２に規定する誠実執行義務）違反にあたる。 

（３）なお、河川法７４条は、負担金等の支払義務が確定した場合の徴収方法を規定した

ものにすぎないから、地方財政法２５条３項により負担金義務そのものが消滅する場

合には無関係の規定である。 

従って、この規定があることを理由として、国の納付通知の効力は、地方公共団体

の側からは容易に争えないものであるかのように解釈することは失当である。 

（４）１号請求と４号請求との要件の差異については、前記２の負担金支出と同様である。 

 

以上 


